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1. 必要な書類について 

 

再就職手当の申請につきましては、下記のうちチェックのついている書類が必要になります。 

就職日の 1か月後までを目安に必要な書類を揃え、郵送または来所にてご申請ください。 

 

 

□ ①受給資格者証(記入不要)  ★封入忘れずに★ 

□ ②採用証明書 

□ ③再就職手当支給申請書 

□ ④離職前事業主との関連についての証明書 ★記入間違いが多いです★ 

□ ⑤再就職手当要件確認書(記入不要)  

□ ⑥失業認定申告書 

□ ⑦紹介事実証明書 

□ ⑧その他(                          ) 

 

※1 ②③④⑥⑦の書類については、記入方法を 3～7ページ目にまとめていますので、内容をご確認ください。 

※2 窓口にて持参の場合、受付時間は平日 8:30～17:15 までとなっております。延長開庁時間(毎週月・木曜日 19 時ま

で)・土曜開庁日(第一・第三土曜日)の窓口での受付は行っておりませんのでご注意ください。 

※3 再就職手当の入金につきましては、書類の受理後一定の審査を必要とするため、入金までに 3 週間程度時間を要し

ます。処理後、受給資格者証を郵送にてご返却いたしますので、大切に保管ください。 

 

書類内容に不備がある場合、ご提出いただいた書類をお返しさせていただく場合がござ

います。ご自身の記載内容、事業主の証明内容に不備がないかどうか確認いただくよう

お願いいたします。 

 

注意!以下の場合は、必ずハローワークまでご連絡ください。 

●本人の申告した就職日と、会社の証明した就職日が異なっていた場合 

   ⇒再就職手当の申請書類を受理できない場合があります。必ずご連絡ください。 

 

●雇用保険に加入しない労働契約であった場合(週の所定労働時間が 20時間未満の場合) 

  ⇒再就職手当の支給要件を満たしません。仕事探しを希望する場合は、基本手当を再開できる場合がございますの

で、ご連絡ください。 

 

●就職した会社を早期に退職した場合 

  ⇒受給期間内に再び離職した場合は、受給期間が満了するまでの間に、残っている範囲内で給付を再開することがで

きます。退職日の翌日以降に、受給資格者証をお持ちの上ハローワークまでご来所ください。 
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2. 各書類の記載方法 

～採用証明書の記載方法～ 

青いマーカーの引いてある箇所・・・本人が記入(支給番号、氏名、生年月日、住所、電話番号) 

黄色マーカーの引いてある箇所・・・事業主に証明を依頼してください 

 

記入例(赤字の箇所をご記入ください) 
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～再就職手当支給申請書の記載方法～ 

青いマーカーの引いてある箇所・・・本人が記入(6.7.8.9.10.19欄) 

黄色マーカーの引いてある箇所・・・事業主に証明を依頼してください(11～18欄) 

 

記入例(赤字の箇所をご記入ください) 

 

● 
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～離職前事業主との関連についての証明書の記載方法～ 

青いマーカーの引いてある箇所・・・本人が記入(申請者氏名、離職前事業主名称、離職前事業主住所) 

黄色マーカーの引いてある箇所・・・事業主に証明を依頼してください 

 

記入例(赤字の箇所をご記入ください) 
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～失業認定申告書の記載方法～ 

青いマーカーで囲ってある箇所(1欄、提出日、受給資格者氏名、支給番号)をボールペンでご記入ください。 

 

記入例(赤字の箇所をご記入ください) 
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～紹介事実証明書の記載方法～ 

青いマーカーの引いてある箇所・・・本人が記入(申請者氏名、生年月日、年齢、性別、住所) 

オレンジマーカーの引いてある箇所・・職業紹介事業者に証明してもらってください。 

 

記入例(赤字の箇所をご記入ください) 
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3. 証明が終わったら 

 

事業主から証明が戻ってきたら、申請書類をご提出いただきます。(提出方法は 1ページを参照) 

提出書類に不備があると、書類審査をすることができません。よくある書類不備を下記にまとめましたので、チェックしながら

確認をしてください 

 

□申請者の申告した就職日と、会社の証明した雇入日が一致している。 

 ①受給資格者証の青いスタンプ印に記載されている日付 

 ②採用証明書の「雇入年月日」欄 

 ③再就職手当支給申請書の 12欄 

 の 3つを比較してください。 

 

□再就職手当支給申請書の 13欄「採用内定年月日」が記載されている。 

 

□再就職手当支給申請書の 17欄「1年を超えて雇用する見込み有無」に〇がついている。 

 ※雇用期間の定めがある、有期契約者のみが対象 

 

□訂正がある場合、代表取締役印が押印されている 

 印を押さず二重線のみで訂正した場合や、担当者の個人印、代表者の個人印での訂正は無効となります。 

 

 

上記のいずれかにチェックが入らない場合、記入不備となり受付ができません。事業主に各種訂正を依頼してください。 

 

※上記の全てにチェックのついている人について、書類不備がないことを確約するものではございません。書類申請の際

の参考としていただけると幸いです。 
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